
海南市子どもの学習支援事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要領 

 

この募集要領は、海南市が実施する「海南市子どもの学習支援事業業務委託（以下

「本業務」という。）」の受託候補者を、公募型プロポーザル方式により選定するため

に必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名称 

海南市子どもの学習支援事業業務委託 

(2) 目的 

子どもの将来が、その生まれ育った環境により左右されることのないよう、生活保護

受給世帯やひとり親家庭の子ども及び保護者を対象として、このような世帯の子どもが

抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、子どもの学習支援ととも

に、生活習慣・育成環境の改善を図ることを目的に生活困窮者世帯の子どもの学習支援

事業を実施する。 

(3) 業務内容（契約限度額及び規定の範囲内で自由に企画できるものとする。） 

ア 学習習慣の定着、学習指導 

イ 高校進学等を目的とした進路相談 

ウ 基本的な生活習慣の習得指導 

エ 派遣対象児童の選考にかかる業務、回収及び海南市への集計結果報告 

オ 学習支援者の派遣 

カ 業務の報告（月報、年報） 

※ 海南市子どもの学習支援事業業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）参照 

(4) 履行期間 

契約締結日から令和１４年３月３１日（水）まで 

(5) 委託価格の上限 

７１，１６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を限度とし、各年度にお

ける上限額は下記のとおりとする。 

年度 上限（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和９年度 １４，２３２，０００円 

令和１０年度 １４，２３２，０００円 

令和１１年度 １４，２３２，０００円 

令和１２年度 １４，２３２，０００円 

令和１３年度 １４，２３２，０００円 

合計 ７１，１６０，０００円 

 

業務委託料については、令和９年４月１日より発生するものとし、契約締結時から令

和９年３月３１日までの間については、業務委託料は発生しないものとする。 



 

(6) 成果品等 

本業務完了報告書 １部及びデータ一式 

（内容）業務実施記録、募集チラシ、結果報告、派遣対象児童アンケート分析結果、 

打合せ記録、その他関係資料 

(7) 問い合わせ・書類等提出先 

海南市 くらし部 子育て推進課 家庭児童相談班 

所 在 地： 〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地 

電話番号： 073-483-8663（直通） 

ＦＡＸ番号： 073-483-5010 

電子メール： kosodate@city.kainan.lg.jp 

２ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

３ 応募要件等 

(1) 応募要件 

本業務の受託候補者選定のためのプロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）

に応募しようとする者は、次に掲げる応募資格を有すること。 

(2) 応募資格 

次のアからカまでの全ての要件を満たす者とする。 

ア 仕様書に基づく本業務を履行するノウハウを有し、かつ本業務を円滑に遂行するた

めの必要な経営基盤を有していること。 

イ 海南市と円滑な連絡調整ができる地域に事業所を有し、対象世帯に対し、学習支援

者を継続的に派遣することができる者であること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の４の規定に該当する者でな

いこと。 

エ 企画提案書の提出期限において、海南市から指名停止の措置をうけていないこ

と。 

オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人等ではないこと。 

カ 海南市暴力団排除条例（平成23年条例第14号）第６条第１項第１に規定する「暴力

団関係者等」に該当しない者であること。 

 

４ 日程 

内 容 期 間 

参加募集開始（市ホームページ） 令和８年７月１日（水） 

質問受付期間 
令和８年７月１日（水）から 

令和８年７月10日（金）午後５時まで（必着） 

mailto:kosodate@city.kainan.lg.jp


企画提案書等の提出期限 令和８年７月23日（木）午後５時（必着） 

選定委員会 令和８年８月３日（月） 

受託候補者決定・結果通知 令和８年８月６日（木） 

 

 

５ 質問の受付及び回答 

(1) 受付期間 

令和８年７月１日（水）～令和８年７月10日（金）午後５時まで 

(2) 質問方法 

質問書（様式３）に質問事項を記載のうえ、海南市くらし部子育て推進課までＦＡ

Ｘ又は電子メールで送付し、電話での確認を必ず行うこと。電話のみでの質問は受け

付けない。 

(3) 提出先 

海南市 くらし部 子育て推進課 家庭児童相談班 

(4) 回答 

質問に対する回答は、令和８年７月16日（木)までに海南市ホームページに掲載す

る。 

(5) 説明会 

本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 

 

６ 参加申込書・企画提案書等の提出方法 

(1) 提出期限 

令和８年７月23日(木)午後５時（必着） 

(2) 提出方法 

海南市くらし部子育て推進課まで持参又は郵送により提出すること。持参による提

出は、土曜、日曜を除く平日の午前８時30分から午後５時までとする。 

(3) 提出先 

海南市 くらし部 子育て推進課 家庭児童相談班 

(4) 提出書類 

ア 企画提案書提出届（様式１） 

イ 会社概要（Ａ４版様式任意）以下の項目は必ず記載すること。 

  ・会社名 ・本社所在地 ・業務内容 

ウ 業務経歴書（様式２） 

エ 企画提案書（Ａ４版様式任意） 

オ 見積書（Ａ４版様式任意） 

あて名を「海南市長」とし、業務名称の記載及び代表者の記名押印があるもの。 



業務内容ごとに見積金額の内訳を記載すること。 

カ 提出部数 

７部（正本１部、写し６部） 

キ その他留意事項 

① 提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものには、そ

の日本語の訳文を付記又は添付すること。また、通貨は日本円とする。 

② 提出された書類の外、この募集要領及び別紙様式に示された条件への適合の可否に

ついて証明となる書類の提出を求める場合がある。このとき確認が取れない場合

は、失格とすることがある。 

 

７ 受託候補者の選定 

受託候補者の選定にあたっては、審査項目に従って、企画提案の内容、事業の実施

能力等を評価、採点し、審議の上選定する。 

(1) 選定日 

令和８年８月３日（月） 

※時刻・場所等の詳細については別途連絡する。 

※説明時間は20分以内、質疑応答10分程度のプレゼンテーションを実施する。 

(2)審査項目及び 評価基準 

受託候補者の選定にあたっては、次の事項を基準とし、これにより審査する。 

 

審査項目 評価基準 配点 

１基本的な考え方 ・企画内容が、発注者の目的及びコンセプトに合致し

ているか。 
5 

２実施体制 ・業務の目的や仕様内容を理解した支援方法の策定が

なされているか。 
10 

・支援対象者の個人情報の管理体制・方法は十分であ

るか。 
10 

・過去の実績等から、事業遂行能力が十分あると認め

られるか。 
10 

３学習支援事業に

対する認識・課題

の把握 

・生活保護世帯、生活困窮世帯、ひとり親家庭の子ど

もの学習環境等について、適切に分析、理解をして

いるか。 

10 

・業務従事者の人数や資格、経験は適切なものか。 10 

４実施内容 ・利用者個々のレベルに合わせた支援を提供できる体

制(教材等を含む)になっているか。 
15 

・事業の実績や効果が適切に見込まれ、実現のために

合理的な事業内容となっているか。 
15 



・利用児童及びその保護者からの相談への対応につい

て、適切・的確な対応が可能な体制であるか。 
10 

５経費見積 ・見積額は、企画内容等に比して適切なものか。 5 

合計 100 

  

 

 

(3) 受託候補者の選定方法 

ア 審査の結果、最高得点を得た参加事業者を受託候補者とし、その者が辞退を申し 

出た場合などは次順位者を受託候補者として選定する。 

 イ 最高得点を得た事業者が２者以上ある場合は、経費見積が最低額の者を受託候補 

者とし、最低額を提示した者が２者以上ある場合は、委員会での合議により受託 

候補者を選定する。 

 ウ なお、委員会の審査の結果、参加事業者のいずれもが最低基準点（総得点60点） 

を超えない場合は、選定しないものとする。 

(4) 選定結果通知 

ア 参加申込書・企画提案書等を提出した者へ、令和８年８月６日に文書等により通

知するものとし、受託候補者を海南市ホームページで公表する。 

イ 選定に対する問い合わせ及び異議には、一切応じないものとする。 

 

８ 参加申込者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 提出書類等が本実施要領の提出方法に適合しない場合 

イ 提出書類等が本実施要領に示された条件に適合しない場合 

ウ 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

エ 会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合 

オ 審査の公平性を害する行為があった場合 

カ その他、本実施要領に違反すると認められた場合 

 

９ 提出書類の取扱い 

提出種類の取扱いは、次の各号によるものとする。 

ア 提出書類の著作権は、参加申込者、企画提案書等提出者に帰属する。ただし、海南

市が本件の報告、説明、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使

用できるものとする。 

イ 提出書類は一切返却しない。 

ウ 企画提案書等の提出期限（令和８年７月23日(木)午後５時）後は、記載された内容

の修正又は変更を認めない。 

エ 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、海南市情報公開条例（平成17



年条例第10号）の規定に基づき、提出書類を公開する場合があるものとする。 

 

10 契約 

本プロポーザルの審査結果に基づき、海南市は受託候補者と協議し、企画・提案内容

を反映した仕様書を調整のうえ、契約を締結するものとする。 

ただし、選定した者が、地方自治法施行令第167 条の４第１項又は第２項の規定する

者に該当することになった場合は、契約を締結しない。この場合、再度、受託候補者を

選定する。 

 

11 留意事項 

(1) 本プロポーザルの応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

(2) 業務を遂行するにあたり知り得た情報について、海南市の許可なくして外部に漏ら

してはならない。 

 


